
 

 

残業代の支払に関し何らかの不満が表明された場合 

 残業代の支払に関し、社員から何らかの不満が表明された場合、それを放置され

たままにしてはいけません。残業代の支払に関し不満があるようでは、仕事に打ち

込むモチベーションが低くなりがちですし、仮に、未払残業代があるのであれば、

いつ残業代を請求されるか分からない危険な状況に置かれていることになるから

です。未払残業代があるかどうかを正確に計算して確認しなければなりません。ま

た、今後も未払残業代が生じ得る状況にあるのであれば、労働時間管理、賃金制度

を改善して未払残業代が発生しないようにしなければなりません。 

 残業代の支払に関し、社員から何らかの不満が表明された場合に行わなければな

らないのは、主に以下の２点です。 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し、未払残業代の支払を

検討すること 

 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 

未払残業代の支払を要求する内容証明郵便等の通知書が届いた場合 

 未払残業代の支払を要求する内容証明郵便等の通知書が届いた場合，その請求の

対応が必要となりますが，未払残業代の有無，金額が分からなければ，的確な対応

をすることはできません。また，未払残業代が発生し続けているような労働時間管

理，賃金制度のまま，個別の紛争を解決しても，絶えず追加請求のリスクにさらさ

れ続けることになりますので，個別請求の対応以上に，それ以上未払残業代が発生

しない労働時間管理，賃金制度とすることが重要となります。 

 したがって，未払残業代の支払を要求する内容証明郵便等の通知書が届いた場合

についても，以下の２点の対応が必要となります。 

残業代を請求された場合の基本的対応 



 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し，未払残業代の支払を

検討すること 

 ② 現在の労働時間管理，賃金制度が，未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し，未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 

労基署から労基法 37条違反の残業代不払があるとして是正勧告が出された場合 

 労基署から労基法37条違反の残業代不払があるとして是正勧告が出された場合，

本当に労基法 37 条に定める残業代の不払があるかどうか，あるとすればその額を

確認し，不払がある場合は不払額を支払って労基法 37 条違反の状態を是正しなけ

ればなりません。また，残業代不払の原因として，労働時間管理や賃金制度に問題

がある場合は，その是正も必要となります。 

 したがって，労基署から労基法 37 条違反の残業代不払があるとして是正勧告が

出された場合も，以下の 2 点の対応が必要となり，労基法 37 条違反の状態が是正

され次第，労基署に報告する必要があります。 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し，未払残業代の支払を

検討すること 

 ② 現在の労働時間管理，賃金制度が，未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し，未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 

社員が合同労組に加入し合同労組から団体交渉の議題として未払残業代の支払を

要求された場合 

 社員が合同労組に加入し合同労組から団体交渉の議題として未払残業代の支払

を要求された場合，団体交渉特有の注意事項はあるものの，基本的には以下の 2 点

を行う必要があることに変わりありません。 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し，未払残業代の支払を

検討すること 



 

 ② 現在の労働時間管理，賃金制度が，未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し，未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 

労働審判手続が申し立てられて労働審判申立書が裁判所から届いた場合 

 労働審判手続が申し立てられて労働審判申立書が裁判所から届いた場合，速やか

に弁護士に依頼して充実した答弁書を作成し，第 1 回労働審判期日に備えなければ

なりません。労働審判手続特有の注意点（https://www.y-klaw.com/roudoushinpan）

はありますが，以下の 2 点を行う必要があることに変わりありません。 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し，未払残業代の支払を

検討すること 

 ② 現在の労働時間管理，賃金制度が，未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し，未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 

残業代を請求する訴訟を提起され訴状等が裁判所から届いた場合 

 残業代を請求する訴訟を提起され訴状等が裁判所から届いた場合，訴訟手続特有

の注意点はありますが，以下の 2 点を行う必要があることに変わりありません。 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し，未払残業代の支払を

検討すること 

 ② 現在の労働時間管理，賃金制度が，未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し，未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 

残業代を請求された場合に共通する基本的対応 

 残業代請求がなされた場合，以下の 2 点については，共通して行う必要がありま

す。 

 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無，額を確認し，未払残業代の支払を

http://www.y-klaw.com/roudoushinpan


 

検討すること 

 ② 現在の労働時間管理，賃金制度が，未払残業代を発生させるようなものにな

っていないかを確認し，未払残業代を発生させるようなものになっている場合

は是正すること 

 ポイントは，②を速やかに行うことです。②を放置したまま①の対応を行った場

合，第 2，第 3 の未払残業代請求を受けるリスクがそれまで以上に高くなります。 


